
お 問 合 せ 先

◆計画内容・事業内容に

関すること

横浜市道路局事業推進課 TEL 045-671-3533

〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の10 市庁舎22階

◆都市計画手続に

関すること

横浜市建築局都市計画課 TEL 045-671-2657

〒231-0005
横浜市中区本町６丁目50番地の10 市庁舎25階

※市素案説明会（３月１５日から公開） で検索

※市素案縦覧・公聴会（４月５日から公開） で検索

横浜市市素案説明会

横浜市公聴会

公聴会の日時及び会場（公述申出があった場合に開催）５

-４-

≪説明会≫ ≪市素案縦覧
公聴会≫

日時 令和５年３月１５日（水）から令和５年４月１９日（水）まで

会場
横浜市ホームページ上での動画配信（音声付説明動画）

で検索

都市計画市素案説明会のお知らせ
都市計画道路 ３・３・27号国道１号線及び３・５・26号戸塚線の都市計画変更について

横浜市からのお知らせ 令和５年３月

都市計画市素案説明会の日時及び会場
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質問書の受付

期間

【第１次】令和５年３月１５日（水）から令和５年３月２４日（金）まで
→【回答】３月３１日（金）公表予定

【第２次】令和５年３月２５日（土）から令和５年４月６日（木）まで
→【回答】４月１４日（金）公表予定

質問
提出

都市計画市素案の内容について、どなたでも質問書の提出ができます。
期間内に横浜市ホームページから電子申請により提出してください。
または、期間内に必着で、横浜市建築局都市計画課へ郵送もしくは持参（土・日・祝日は除く）してく
ださい。

※質問書の様式は自由です。（住所、連絡先、氏名、案件名及び質問の内容を御記載ください。）

１

２ 今後の都市計画手続の流れ
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今回

動画配信

横浜市市素案説明会
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３・３・27号国道１号線は、鶴見区尻手二丁目（川崎市界）を起点と
し、戸塚区東俣野町（藤沢市界）を終点とする延長約29,030メートル、代表
幅員27メートル、車線数が４車線の幹線街路です。

戸塚警察署交差点においては、本路線と市道が平面で交差しており、歩
行者と自動車が錯綜する事故が多く、交通面・安全面を踏まえた対策が必
要です。この度、渋滞軽減と安全性向上を図るため、交差点形状を立体構
造とする都市計画変更を行います。あわせて、国道１号線と３・４・７号柏尾
戸塚線を結ぶネットワークを構築するため、３・５・26号戸塚線として新規路
線を追加する都市計画変更を行うこととし、都市計画市素案を作成しまし
た。つきましては、都市計画市素案の内容や今後の手続について、説明
会を開催します。
説明会の開催方法については、横浜市ホームページ上で動画配信を

行います。なお、ホームページを御覧いただけない方につきましては、個
別に対応いたしますので、 ４ページのお問合せ先まで御連絡ください。

５月２２日（ 月 ）

３月１５日（ 水 ）

～ ４月１９日（ 水 ） ４月５日（ 水 ）

～ ４月１９日（ 水 ）

市域図

３・３・27号
国道１号線

３・５・26号
戸塚線

都市計画変更区域
（戸塚警察署交差点周辺）

期間 令和５年４月５日（水）から令和５年４月１９日（水）まで（土・日は除く）

縦覧
（閲覧）
場所

横浜市建築局都市計画課（受付時間 午前８時45分から午後５時15分まで）

※戸塚区役所区政推進課で都市計画市素案の写しを閲覧できます。

（受付時間 午前８時45分から午後５時まで）

※横浜市ホームページで都市計画市素案の概要を御覧になれます。

都市計画市素案の縦覧（閲覧）４

公述申出の受付

期間 令和５年４月５日（水）から令和５年４月１９日（水）まで

公述
申出

縦覧（閲覧）期間中、関係住民及び利害関係人は公述の申出ができます。

横浜市ホームページから電子申請により公述の申出をしてください。

または、令和５年４月１９日（水）必着で、公述申出書を横浜市建築局都市計画課へ郵送もしくは

持参（土・日は除く）してください。

※公述申出書の様式は自由です。（住所、連絡先、氏名、案件名及び意見の要旨を御記載下さ

い。）参考様式を、縦覧（閲覧）場所で配布しているほか、横浜市ホームページでダウンロード

できます。

※10名を超える申出があった場合は抽選を行います。

案内図

≪説明会≫
日時 令和５年５月２２日（月） 午後７時開始 （午後６時半開場）

会場
戸塚公会堂 ３階講堂（神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１２７）
JR線・市営地下鉄「戸塚駅」西口から徒歩５分

その他

• 傍聴は申込不要です。当日直接会場にお越しください。

• 駐車場の用意はございません。来場の際は公共交通機関を

ご利用ください。

• 公聴会開催の有無は、４月24日（月）以降に横浜市ホーム

ページで御確認いただくか、横浜市建築局都市計画課（045-

671-2657）に電話でお問合せください。

「公聴会における公述意見の要旨と市の考え方」については、

後日、横浜市ホームページで公表します。



※本資料は３・３・27号国道１号線及び３・５・26号戸塚線に関する都市計画変更の概要を示したものです。
都市計画市素案の正確な内容、区域等については、縦覧（閲覧）期間中に縦覧（閲覧）場所でご確認ください。

都市計画市素案の概要３
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計画横断図（参考）

A断面
分流ノーズ部
（国道1号本線）

B断面
合流ノーズ部
（国道1号本線）

D断面
起点部

（新設交差市道）

E断面
ボックス部

（新設交差市道）
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C断面
標準部

（国道1号本線）

F断面
終点部

（新設交差市道）
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都市計画変更区域（追加）

都市計画変更区域（追加）

変
更
後

変
更
後

都市計画変更の考え方

３・３・２７号国道１号線の戸塚警察署交差点では、国道１号線、交差市道ともに慢性的な渋滞が発生してい

ます。また、交通量の多さに起因して事故も多く、交通面・安全面の観点を踏まえた対策を必要としています。

そこで、当該交差点における交通渋滞緩和と安全性の向上に向けて、交差点の立体化を行います。立体化

の概要は、国道１号線東京方面にオン・オフランプを新設し、国道１号線と立体交差する新設交差市道と接続

する計画で、変更となる線形に合わせ、国道１号線の区域を変更します。

また、国道１号線と３・４・７号柏尾戸塚線を結ぶネットワークを構築するため、３・５・26号戸塚線として新規路

線を追加する都市計画変更を行うこととし、これらを合わせて都市計画市素案を作成します。

計画平面図
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変更前（国１）

汲沢町方面
３・３・27号国道１号線変更区間 延長L=約450m
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都市計画の内容

名称 起点 終点 延長 代表幅員 車線の数

変更※
３・３・27号
国道１号線

鶴見区尻手二丁目
（川崎市界）

戸塚区東俣野町
（藤沢市界）

約29,030ｍ 27m ４車線

新規
追加

３・５・26号
戸塚線

戸塚区戸塚町 戸塚区戸塚町 約100ｍ 12m ２車線

現在の都市計画

都市計画変更案
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25 50 100(m)0

25 50 100(m)0

３・３・27号
国道１号線

３・４・７号
柏尾戸塚線（旧東海道）

３・３・19号
横浜伊勢原線（長後街道）

戸塚警察署
交差点

事業区間

３・３・16号
桂町戸塚遠藤線

０ 500(m)

３・３・17号
下永谷大船線

東京方面

藤沢方面

凡例

事業区間

主な都市計画道路（整備済）

事業中
未整備区間

３・４・７号柏尾戸塚線

３・３・27号国道１号線

３・４・７号柏尾戸塚線

３・３・27号国道１号線

変更前（国１）

変更後（国１）

追加（戸塚線）
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変更箇所周辺概要図

※国道１号線は都市計画の内容に変更はありません。

国道１号本線

ランプ

新設交差市道

凡例

歩道

オンランプ（上り）

オフランプ（下り）
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新設交差市道 歩道
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歩道
歩道 新設交差市道

新設交差市道歩道
歩道


